
市町村名

館 山 市

旭 市

君 津 市

富 津 市

南房総市

いすみ市

九十九里町

大多喜町

御 宿 町

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

376.5 569.1 884.5 777.2 1041.4 719.9 950.8 1476.4 2959.2 2491.5

（ア）  過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定により過疎地域をその区域とする市町村

※ 発行（予定）額： 総務省から毎年度調査依頼のある「協議・届出又は許可に係る地方債の発行状況
等について」により、本県が総務省に発行（予定）額として回答した数値

　ウ　特定農山村法において市町村の一部地域が指定されている区域一覧

西岬村、富崎村、豊房村

イ　過疎債発行（予定）額の状況

（３）過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎対策

ア　県内の過疎地域等の指定状況について（３市４町）

　　　 勝浦市、南房総市、香取郡東庄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

　　　 鴨川市（旧天津小湊町の区域）

(単位：百万円)

（イ）  過疎地域自立促進特別措置法第３３条第２項の規定による過疎地域とみなされる区域

飯岡町のうち旧豊岡村の区域

久留里町、松丘村、亀山村、君津町、周南村、中村、小糸村、秋元村、三島村

※ 過疎地域自立促進特別措置法は、法律の一部改正（平成２４年６月２７日公布）により５年間失効期限
が延長され、令和３年３月３１日までの時限立法となっている。

竹岡村、金谷村、環村、関豊村

区　　　域　　　（　　　旧　　　町　　　村　　　）　　　名

浪花村

富浦町、富山町、千倉町、丸山町のうち旧丸村の区域、和田町

大原町、岬町

鳴浜村

老川村、西畑村


